
地方自治法施行令 

(随意契約) 

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約による

ことができる場合は、次に掲げる場合とする。 

 

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸

借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額

の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 

別表第五(第百六十七条の二関係) 

一 工事又は製造の請負 

都道県及び指定都市 四百万円 

市町村（指定都市を除く。以下この

表において同じ） 
二百万円 

二 財産の買入れ 
都道府県及び指定都市 三百万円 

市町村 百五十万円 

三 物件の借入れ 
都道府県及び指定都市 百五十万円 

市町村 八十万円 

四 財産の売払い 
都道府県及び指定都市 百万円 

市町村 五十万円 

五 物件の貸付け 
都道府県及び指定都市 五十万円 

市町村 三十万円 

六 前各号に掲げるもの

以外のもの 

都道府県及び指定都市 二百万円 

市町村 百万円 

 

岡崎市契約規則 

(限度額) 

第 22 条 政令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号の規定により随意契約によることができる

場合は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、予定価格が当該各号に次に掲げる額を

超えない場合とする。 

 

(1) 工事又は製造の請負 200 万円 

(2) 財産の買入れ 150 万円 

(3) 物件の借入れ 80 万円 

(4) 財産の売払い 50 万円 

(5) 物件の貸付け 30 万円 

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100 万円 


